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令和８年１月２１日宣告 

令和５年（わ）第７号、同第１５４号 

殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、武器等製造法違反、火薬類取締法違反、建造

物損壊被告事件 

主       文 

被告人を無期懲役に処する。 

未決勾留日数中８００日をその刑に算入する。 

奈良地方検察庁で保管中のパイプ銃７丁及び黒色火薬２０点を没収す 

る。 

理       由 

（罪となるべき事実） 

 被告人は、法定の除外事由がないのに、 

第１ 

 経済産業大臣の許可を受けないで、令和２年１２月２０日頃から令和４年７月８日

頃までの間に、奈良市ａ町ｂ丁目ｃ番ｄ号所在の当時の被告人方において、金属筒、

金属性キャップ、スイッチ、木材、テープ、配線コード等を材料として、ハンドドリ

ル、万力等を使用して組み立てるなどし、別表記載のとおり、銃砲である手製３銃身

パイプ銃等６丁（同表番号１ないし５、６の２。なお、手製２銃身パイプ銃（同表番

号６の２）は、手製４銃身パイプ銃（同表番号６の１）から銃身様のもの２本を取り

外すなどして製造されたもの。）を製造し 

第２ 

 経済産業大臣の許可を受けないで、令和３年２月２７日頃から令和４年３月頃まで

の間に、奈良市内において、硝酸カリウム、硫黄及び木炭を混合するなどし、火薬類

である黒色火薬約２２５１．２２グラムを製造し 

第３ 

１ 奈良県知事の許可を受けないで、別表記載のとおり、令和３年１２月１２日か

ら令和４年６月１３日までの間、８回にわたり、奈良市ｅ町ｆ番地ｇ所在のＡ資

材置場において、金属性弾丸数発及び火薬が装填された手製５銃身パイプ銃等３

丁（同表番号２ないし４）を使用し、同所に設置したベニヤ合板に向けて同金属
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性弾丸数発を発射し、もって都道府県知事の許可を受けないで火薬類を爆発させ 

２ 別表記載のとおり、前記第３の１記載の頃、５回にわたり、前記Ａ資材置場に

おいて、前記手製５銃身パイプ銃等３丁を、それぞれこれに適合する前記金属性

弾丸数発及び火薬と共に携帯して所持し 

第４ 

 １ 令和４年７月７日午前３時５８分頃、不特定若しくは多数の者の用に供される

場所である奈良市ｈ・ｉ丁目ｊ番ｋ号所在の株式会社Ｂ所有のＣビル東側路上に

おいて、同ビル１階出入口ドアに向けて所携の手製４銃身パイプ銃（別表番号６

の１。なお、前記第１記載の銃身様のもの２本はこのパイプ銃に当時取り付けら

れていたもの。）で金属性弾丸数発を１回発射し、同ビルの外壁等に命中させて

損壊し（損害額９２万４０００円） 

 ２ 前記第４の１記載の日時場所において、前記手製４銃身パイプ銃１丁を、これ

に適合する前記金属性弾丸数発及び火薬と共に携帯して所持し 

第５ 

 １ 令和４年７月８日午前１１時３１分頃、不特定若しくは多数の者の用に供され

る場所である奈良市西大寺ｌ町ｍ丁目ｎ番ｏ号複合施設東側路上において、Ｄ

（当時６７歳）に対し、殺意をもって、２回にわたり、至近距離から、所携の手

製２銃身パイプ銃（別表番号６の２）で、それぞれ金属性弾丸数発を発射し、そ

の左上腕等に命中させ、よって、同日午後５時３分頃、奈良県内の病院において、

同人を左上腕部射創による左右鎖骨下動脈損傷に基づく失血により死亡させて

殺害し  

 ２ 令和４年７月８日午前１１時３１分頃、前記第５の１記載の複合施設東側路上

において、前記手製２銃身パイプ銃１丁を、これに適合する前記金属性弾丸数発

及び火薬と共に携帯して所持し  

第６ 

  令和４年７月８日、前記第１記載の当時の被告人方において、 

 １ 別表記載のとおり、拳銃等である手製３銃身パイプ銃１丁（同表番号１）を、

これに適合する金属性弾丸３発及び火薬と共に保管して所持するとともに、拳銃

等である手製５銃身パイプ銃等４丁（同表番号２ないし５）及び銃砲等（拳銃等
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及び猟銃を除く。）である手製６銃身パイプ銃１丁（同表番号７）を所持し 

 ２ 前記第２記載の黒色火薬のうち約２２４８．９グラム（前記第２記載の黒色火

薬約２２５１．２２グラムから、前記第６の１記載の手製３銃身パイプ銃１丁（別

表番号１）に装填された薬きょう内に在中していた黒色火薬約２．３２グラムを

除いたもの。）を所持し 

たものである。 

（争点とこれに対する判断） 

第１ 争点 

 本件では、①別表番号１の銃（手製３銃身パイプ銃）が銃砲刀剣類所持等取締法（以

下「銃刀法」という。なお、この項では、特に断らない限り、本件各行為当時のもの

を指す。）における「拳銃」及び武器等製造法（以下、特に断らない限り、同法施行

規則も含む趣旨で用いる。）における「けん銃」にそれぞれ該当するか否か（争点①）、

②別表番号２（手製５銃身パイプ銃①）、３（手製パイプ銃）、４（手製９銃身パイ

プ銃）、５（手製５銃身パイプ銃②）、６の１（手製４銃身パイプ銃）及び６の２（手

製２銃身パイプ銃）の各銃が銃刀法における「砲」及び武器等製造法における「小口

径砲」に該当するか否か（ただし、別表番号６の１の銃（手製４銃身パイプ銃）につ

いては、銃刀法における「砲」の該当性のみ。）（争点②）が争点となっている。 

第２ 判断 

１ 争点①について 

（１）定義等 

 銃刀法における「拳銃」及び武器等製造法における「けん銃」とは、「肩付けせず、

片手で保持して照準を合わせ、金属性弾丸を発射することができるような装薬銃で、

本来、人の殺傷を目的としているもの」を指すと解される（なお、このような定義に

ついては、当事者間においても特段争いがない。）。 

（２）事実認定 

 ア 手製３銃身パイプ銃（別表番号１。以下「本件銃」という。）の構造等は、全

長が約３２．３センチメートル、全幅が約８．５センチメートル、重量（バッテ

リー及び実包様のものを含む。）が約１７３７．２グラム、銃身長が約２０．１

センチメートルから２０．２センチメートル、銃身口径が約１２．５ミリメート
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ルから１２．７ミリメートルである。また、バッテリーが銃身の下に取り付けら

れ、銃把とバッテリーの間（台座の下付近）には、弾丸を発射するためのプッシ

ュスイッチも取り付けられている。なお、３本の銃身は、木製の台座の上に固定

されており、バッテリーや銃把を除く本体部分は、耐久性のある黒色テープで何

重にも巻かれて固定されている。 

   このような本件銃の所見、構造及びその実際の形状等に照らすと、本件銃は、

肩付けすることは想定されておらず、一般的・平均的な体格の成人にあっては、

片手で保持して照準を合わせ、発射操作することができると認められる。なお、

本件銃は、バッテリーが取り付けられた状態では、その重心が銃のやや前寄り（銃

身寄り）にあるが、前記プッシュスイッチに指をかけることなどにより、本件銃

をより安定して片手で保持し、発射の操作をすることが可能になると考えられる。 

よって、本件銃は上記（１）の「肩付けせず、片手で保持して照準を合わせ」

という要件を満たす。 

 イ 確かに、本件銃を両手で持つことにより、照準を合わせる際の正確性や発射の

安定性がより高まり、あるいは、発射の反動がもたらす衝撃をより制御しやすく

なるということは否定できない。しかしながら、Ｅ証人の説明（第６回公判・同

人の証人尋問調書）からも、発射の反動により照準を定めた方向から大きく逸れ

て弾が飛んでいくとはいえず、また、上記のように、本件銃の実際の形状等を踏

まえると、発射する者がその反動による衝撃を意に介さないのであれば、片手で

の保持という簡易な動作により、かなりの確実性をもって、照準を合わせて発射

することができるといえる。このような性能は、まさに上記（１）の「肩付けせ

ず、片手で保持して照準を合わせ」という「拳銃」あるいは「けん銃」の要件を

満たすものと考えられるから、上記の認定は妨げられない。 

 ウ そして、Ｅ証人の証言内容及びその他の関係証拠によれば、本件銃が金属性弾

丸を発射する機能を有し、その威力が人を殺傷するに足る程度のものであること

は明らかに認められるため、「金属性弾丸を発射することができるような装薬銃

で、本来、人の殺傷を目的としているもの」であることも認定できる。 

   よって、本件銃は、上記（１）の要件をいずれも満たすので、銃刀法における

「拳銃」及び武器等製造法における「けん銃」にそれぞれ該当すると認められる。 
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２ 争点②について 

（１）銃刀法上の「砲」及び武器等製造法上の「砲」の関係性等について 

 銃刀法は、銃砲等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定めるも

ので（同法１条）、また、武器等製造法は、公共の安全の確保等のために、銃砲を含

む武器の製造、販売等を規制するものであり（同法１条）、これらの法律は、規制対

象行為等を異にするものの、銃砲の有する危険性に着目して必要かつ適切な規制を実

現することで公共の安全の確保等を図ろうとする点で、その趣旨・目的を共通として

いるといえる。よって、これらの法律における「砲」の定義及び要素は同じであると

解することが相当である（なお、このような結論の限度では、当事者間においても特

段争いがない。）。 

（２）「砲」の意義等について 

 武器等製造法施行規則においては、武器等製造法における武器のうちの「銃砲」の

一種として「砲」が挙げられた上、「砲」は、迫撃砲を除いては、口径の大小により

分類がされ、口径の最も小さいものが「小口径砲」とされ、その意義は「口径が２０

ミリメートル以上４０ミリメートル以下の銃砲」とされている（同法施行規則２条１

項１号ロ）。 

そして、前述した銃刀法と武器等製造法の趣旨・目的や、同法及び同法施行規則に

おいて、上記「砲」の形状等以外に必要とされる要素等が特段定められていないこと

などに照らせば、銃刀法及び武器等製造法における「砲」とは、金属性弾丸を発射す

る機能を有する武器としての装薬銃砲（銃刀法２条１項）のうち、口径２０ミリメー

トル以上のものとの要素を満たすことで足りると解すべきである。 

（３）弁護人の主張について 

 弁護人は、「砲」の解釈として、銃砲のうち「口径２０ミリメートル以上のもの」

というだけではなく、直径２０ミリメートル以上の口径弾（砲弾）を発射する構造を

備え、それにより強大な破壊力を有するに至っていることも必要と解すべきである、

銃刀法上、「砲」を含む「拳銃等」が厳重に処罰されているのはこれらの類型的危険

性が高いためであり、「砲」にも固有の特性・危険性が必要であるなどと主張する。 

確かに、銃刀法における「拳銃等」や武器等製造法における「銃砲」は、４つの類

型（砲、拳銃（けん銃）、機関銃、小銃）に区別され、それぞれの類型において、威
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力の強さや危険性を生じさせる形状等が要件となっている。しかし、前述したように、

武器等製造法及び同法施行規則は、「砲」の形状として、口径に関する規定を明示的

に設けている一方で、それ以外の構造や威力に関する要件・要素は何ら規定していな

いのであって、あえて弁護人の主張するような要素を加重すべき根拠は見当たらない。

この点、Ｅ証人の説明によると、口径が大きくなれば、それに見合って発射できる火

薬の量や弾丸が大きくなるなどし、威力が大きくなる（第６回公判・同人の証人尋問

調書）ということであり、弁護人の主張を前提としても、「砲」は一定の大きさの口

径を備えることによって、それに見合った強度な威力を有することが当然に想定され

ているものと考えられる。また、直径２０ミリメートル以上の砲弾を発射できないと

しても、より小さい弾丸を複数発射することで高い威力を発揮する可能性もあり、危

険性が低いということにはならない。 

よって、銃砲の口径以外の構造や威力に関する要件・要素をいう弁護人の主張は、

銃刀法などの趣旨・目的に合致せず、採用できない。 

（４）結論 

 別表番号２、３、４、５、６の１（４銃身時）及び６の２（２銃身時）の各手製銃

の口径は、別表に記載のとおり、いずれも２０ミリメートル以上であり、かつ、金属

性弾丸を発射する機能を有し、それぞれその威力が人を殺傷するに足る程度であるこ

とは、当公判廷において取り調べられた証拠から明らかに認められる。 

よって、以上の各手製銃は、いずれも銃刀法における「砲」及び武器等製造法にお

ける「小口径砲」（ただし、上記第１のとおり、別表番号６の１の銃（手製４銃身パ

イプ銃）では「小口径砲」該当性は問題になっていない。）に該当する。 

（法令の適用に関する判断） 

弁護人は、判示第４の１及び第５の１の拳銃等の発射罪が成立すると判断される場

合は、判示第４の２及び第５の２の拳銃等の加重所持行為（拳銃等を適合する実包等

と共に携帯、保管等して所持する行為）は、発射罪と同じ日時場所におけるものであ

るから、発射罪に吸収され、拳銃等の加重所持罪は成立しないと主張している。しか

し、拳銃等の加重所持罪においては、危険物である拳銃等と適合実包等が共に行為者

の実力支配下に置かれることで、直ちに発射される可能性があるほか、これらが移動、

流通するなどしてその危険が移転する可能性があり、これらの社会的危険の発生を防



7 

 

止するため、加重所持を処罰の対象としたと考えられる。そのため、加重所持罪の趣

旨や保護法益は発射罪と完全に同一ではなく、加重所持罪が発射罪に吸収される関係

にあるとはいえない。また、両者の罪の行為態様をみても、拳銃等を発射するという

行為と、拳銃等と適合実包等を所持している（実力支配下に置いている）という行為

は、これらが同じ日時場所で行われていても、別々の行為というべきである。したが

って、拳銃等の加重所持罪は発射罪に吸収されることはなく、両罪が成立し、併合罪

を構成するというべきである。 

（量刑の理由） 

第１ はじめに 

 本件の量刑の理由を述べるに際し、まず、量刑判断の中心となる判示第５の１、２

に係る事件（以下「西大寺事件」という。）について検討し、続いてその他の各公訴

事実について検討する。次に、被告人が本件各犯行に至った動機及び経緯について検

討し、さらにその他の情状関係事実について検討する。そして最後に、主文記載の量

刑を決定した理由について述べる。 

第２ 西大寺事件について 

１ 西大寺事件について、当公判廷で取り調べられた証拠から認められる事実は 

以下のとおりである（以下「被害者」とは、西大寺事件の被害者を指す。）。 

（１）殺人及び銃刀法違反（拳銃等発射）の状況等について 

ア 西大寺事件の犯行現場（判示第５の１記載の複合施設東側路上。以下、第２に

おいて「本件犯行現場」という。）は、東西に延びる道路と北側に延びる道路と

の三叉路交差点に設けられたゼブラゾーン付近である。 

本件犯行現場の北側直近には、東西にかけて横断歩道が設置されているほか、

北向きに市道が走っている。また、同市道の西側には、街路樹を挟んで歩道があ

り、同歩道に沿って上記複合施設等が隣接している。さらに、同市道の東側にも、

街路樹を挟んで歩道があり、同歩道に沿って銀行や商業施設が建ち並んでいる。 

本件犯行現場の南側には、Ｆ駅が存在しており、同駅前にはバスやタクシーの

乗降場であるロータリーが設けられている。 

イ 衆議院議員（元内閣総理大臣）であった被害者は、令和４年７月８日、第２６

回参議院議員通常選挙の応援演説のため、本件犯行現場を訪れた。 
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被害者は、同日午前１１時２８分頃、本件犯行現場に設置されたお立ち台に登

壇し、北側方面を向いて演説を開始した。 

ウ 被告人は、手製２銃身パイプ銃（別表番号６の２）を黒色ショルダーバッグに

入れて持参し、本件犯行現場の南側に存在するバス停付近から、被害者の様子や

本件犯行現場付近の状況等をうかがっていた。なお、同銃は散弾を発射し得る銃

であり、被告人は、２つの銃身に、散弾２発（１発あたりの金属性弾丸数は６個）

や火薬等を装填していた。また、その威力は、弾丸エネルギーにして平均２００

ジュールパー平方センチメートル以上であって、発射地点の４メートル先に設置

した厚さ４ミリメートルのベニヤ板を少なくとも４枚貫通するものであること

などが、後日の発射実験等で確認されている。 

エ 被告人は、同日午前１１時３１分頃、同バス停付近から、本件犯行現場南側の

東西に延びる道路上に移動すると、被害者から約６．９メートルの地点において、

同人の上半身付近を狙って、その背後から散弾１発を発射した。 

被害者は、背後からの爆発音に反応し、反時計回りに体をやや回転させて周囲

を確認するなどしたことで、体の正面が西側を向いた体勢（被害者の左半身が被

告人側に向いた状態）となった。 

被告人は、１射目の発射から数秒後、被害者から約５．３メートルの地点にお

いて、同人に対して、さらに散弾１発を発射した。 

オ 被告人が発射した各散弾内の弾丸のうち、２発が被害者の体内に侵入した。そ

のうち１発は、被害者の左上腕部から体内に侵入すると、左大胸筋を貫き、左右

鎖骨下動脈を損傷した上で、右胸腔内に至った。また、他の１発は、被害者の右

前頚部から体内に侵入すると、右大胸筋を通って右上腕骨へ至り、同骨を骨折さ

せた。 

なお、被害者は、被告人による銃撃から約５時間３０分後に死亡が確認された

が、搬送先の病院での処置の状況等に鑑みると、銃撃直後には非常に重篤でほぼ

即死に近いような状態に至っていたことがうかがわれる。 

（２）本件犯行現場の周囲の状況等について 

 ア 本件犯行当時、本件犯行現場付近の北東側歩道上及び北西側歩道上には、合計

約３００人の聴衆が詰めかけていた。また、被害者が登壇したお立ち台付近には、
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被害者から１メートルもない距離にいた参議院議員候補者（応援演説の対象者）

を含め、奈良市長、国会議員及び地方議員等の選挙関係者並びに警護員が複数名

いる状況であった。 

 イ 被告人が発射した弾丸のうちの一部（弾丸と判断されるもののほか、その可能

性が高いものを含む。）や弾丸が当たったと考えられる痕跡が、以下のとおり、

本件犯行現場の北側方面において、それぞれ後日に発見された。 

被告人が発射した１射目の散弾内の弾丸６発は、いずれも被害者には命中しな

かった。もっとも、そのうち２発は本件犯行現場の北側直近の横断歩道付近（被

害者の登壇したお立ち台から見て北側正面付近。）に設置された赤色のぼり旗を

貫通した。その他、１発は本件犯行現場の北側道路に駐車されていた街宣車（１

射目の発射位置から約２８．６メートル、２射目の発射位置から約２７．１メー

トルの位置。）の上部に設置されたアルミ製照明カバーを貫通し、１発は各発射

位置から約９０メートル以上離れた上記複合施設の駐車場エレベーター建物の

ＡＬＣ（軽量気泡コンクリート）製の外壁にめり込んだ。 

また、２射目の散弾内の弾丸６発のうち、２発は上記のとおり被害者の体内に

それぞれ侵入しているが、このほか、残る４発の弾丸は、被害者の身体を擦過し

たり被害者の衆議院議員記章を損壊したりした上、被害者の後方（北側方面）に

飛び、上記赤色のぼり旗付近に設置されたオレンジ色のぼり旗を貫通し、うち２

発が上記街宣車のアルミ製看板を貫通した。 

２ 以上の事実等を踏まえて、検討する。 

（１）殺人の点について 

ア 被告人は、本件犯行現場付近において、犯行の機会をうかがう中で、意を決し

て被害者の至近距離に自ら近づくと、同人の背後から、身体の枢要部である上半

身を狙って、散弾銃である手製２銃身パイプ銃を２回にわたり発射したと認めら

れる。銃器を用いて、被害者の隙を狙い、背後から被害者を襲撃するなどした犯

行態様は卑劣であって、極めて悪質というべきである。 

イ また、後日実施された実験結果等に照らせば、同銃の威力は、弾丸エネルギー

にして、殺傷能力を有する基準となる２０ジュールパー平方センチメートル（厚

さ４ミリのベニヤ板を２枚貫通させるものとされている。）を大幅に超えるもの
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であり、十分な殺傷能力を有していたことが認められる。 

現に、被害者は、被弾直後から非常に重篤な状態に至るほどの致命傷を負って

いたことがうかがわれる上に、被害者の体内に侵入した弾丸のうち１個は、人体

の骨の中でも相当硬い部類に入る右上腕骨にめり込み、同骨を骨折させていると

認められるのであって、このような状況を引き起こさせるほど、同銃の威力は大

きいものであったといえる。また、被告人が発射した複数の弾丸が、街宣車のア

ルミ製看板や照明カバーを貫通したり、相当離れた位置にある建物壁面にめり込

んだりしたことも、同銃の威力の大きさをうかがわせる事情と認められる。 

ウ これに対して、被告人は、当公判廷において、手製２銃身パイプ銃を含む各手

製銃の威力は、一般的なあるいは市販の拳銃等に比べて相当低く、被害者に命中

した場合でも必ずしも命を落とす危険性は高くないと考えていた旨供述してい

る。 

しかしながら、これまでに検討した事情等に照らせば、上記各手製銃の威力は、

客観的には工業製品としての拳銃と同等程度の威力を有していたと評価できる

のであって、その危険性はいずれも極めて高いものであったというべきである。

また、上記各手製銃の試射実験や改良行為等を繰り返し、至近距離からであれば

２０ないし３０ミリメートルの厚さの合板を貫通できると認識しており、西大寺

事件で用いた手製２銃身パイプ銃も同様であった旨の被告人の供述内容のほか、

試射状況を撮影した動画の内容等も考慮すれば、被告人としては、工業製品等に

比べて能力が不十分だと思っていたのだとしても、上記各手製銃が高い威力や殺

傷能力を持つことを基礎づける事実を十分に認識していたというべきである。 

 エ そして、西大寺事件の犯行によって、被害者が死亡し、その生命が奪われたと

いう結果はいうまでもなく重大である。また、被害者の妻が、突然に被害者の死

に接することを余儀なくされ、現在も夫を亡くした大きな喪失感を抱えている旨

述べることについても、理解ができるものといえる。 

（２）拳銃等の発射及び所持の点について 

ア 被告人は、約３００人もの大勢の聴衆が密集し、複数の関係者らも被害者の周

辺にいる本件犯行現場において、散弾銃である手製２銃身パイプ銃を使用して、

２回にわたって複数の弾丸を発射し、また、その際、同パイプ銃を弾丸等と共に
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所持した。同銃の威力の大きさや、商業施設等が周囲に建ち並ぶ本件犯行現場付

近の状況等も考慮すると、西大寺事件の犯行は、公共の静穏や安全を大きく脅か

すものであって、極めて危険で悪質な犯行であることは明らかというべきである。 

現に、被告人が発射した弾丸は本件犯行現場周辺の広範囲の場所に着弾してい

ることが認められ、一部の弾丸の軌道はＡＬＣ（軽量気泡コンクリート）製の外

壁にめり込むほどの相当な威力を持ったまま、被告人の発射位置からかなり離れ

たところに飛んでいることを示しているのであって、発射行為の危険性が広範囲

に及んでいると認められる。また、本件犯行現場の周辺は交通規制等もされてお

らず、弾丸が到達した街宣車付近にも人がいたことも認められ、被害者の付近に

いた関係者らも含めて、被害者以外の人物に弾丸が当たる可能性は十分に想定さ

れる状況であったといえる。 

 また、西大寺事件の犯行直後の本件犯行現場は騒然となり、大きな混乱状況に

あったこともうかがわれるのであって、周囲に居合わせた者らに強い恐怖を感じ

させた点も軽視はできない。 

イ これに対して、被告人は、当公判廷において、２回の発射行為は、いずれもお

立ち台上の被害者の上半身を狙ったものであり、わずかながら撃ち上げになるこ

とや、その威力や弾丸の軌道の広がりなどから、被害者以外の人物に弾丸が当た

ることはないと考えていた旨供述している。 

しかしながら、被告人の供述内容を前提としても、これまでに検討した諸事情

等に照らせば、被告人や周囲の人物の動きなどのわずかな偶然の作用により、本

件犯行現場付近に居合わせた被害者以外の人物が被弾した可能性は十分あった

といえるから、上記アの危険性の評価は左右されない。 

３ 小括 

以上を踏まえると、西大寺事件では、極めて危険で悪質性の高い犯行態様によっ

て、被害者の生命が失われ、また、公共の静穏や安全も大きく侵害されたのであり、

それにより生じた結果も極めて重大なものであるのは明白である。 

第３ 西大寺事件以外の事実について 

１ 西大寺事件以外の各犯行について、当公判廷で取り調べられた証拠から認めら

れる事実は以下のとおりである。 
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（１） 被告人は、宗教団体Ｇの幹部を襲撃するため、令和２年１２月頃から、材料や

道具を順次購入し、インターネットで手製銃の製作方法等を調べるなどして、当

時の被告人方において、自宅で手製銃の製造を開始した（判示第１の犯行）。 

また、被告人は、令和３年２月頃からは、黒色火薬の原料や道具を順次購入し、

その製造のために奈良市内のアパートやガレージを借りるなどした上、黒色火薬

の製造を開始した（判示第２の犯行）。 

さらに、被告人は、令和３年１２月頃から令和４年６月頃までの間、完成した

各手製銃の一部について、その威力等を確認するために、奈良市内の山中にある

資材置場においてこれらを試射して、火薬類を爆発させるなどした（判示第３の

各犯行）。 

（２）また、被告人は、後記第４のとおり、被害者を襲撃することを決意したところ、

被害者の襲撃がＧに対する怒りから生じた事件であることを示すために、西大寺

事件前日の令和４年７月７日、Ｇの関係団体が入居する奈良市内のビルへ向けて、

手製４銃身パイプ銃（別表番号６の１）で散弾を１回発射し、同ビルを損壊する

被害を生じさせるなどした（判示第４の各犯行）。 

（３）そして、西大寺事件後の当時の被告人方の捜索差押手続において、被告人が製

造した手製銃６丁（別表番号１ないし５、７）及び黒色火薬を自宅で保管してい

るのが発見された（判示第６の各犯行）。 

２ 以上の事実等を踏まえて、検討する。 

（１）判示第１、第２、第３及び第６の各犯行についてみると、被告人は、長期間に

わたって、銃身の長さ、太さ、素材及び数などについて試行錯誤を重ねながら、

合計７丁の手製銃を製造した。また、黒色火薬についても、製造方法について工

夫を重ねるなどし、合計約２．２キログラムもの大量の黒色火薬を製造した。そ

して、一部の手製銃については試射を繰り返したほか、その様子を動画で撮影し

たり、ベニヤ板に向けて発射させてその弾丸の貫通度合いを見ることでその威力

を確認したりするなどし、銃の威力を高めるための行為にも及んでいた。 

このように、被告人は各銃の威力の大きさを十分に認識した上で、確実に操作

でき、高い殺傷能力を有する複数の手製銃等を作り出して保管等していたのであ

り、その結果は、西大寺事件における殺人及び発射行為の危険性を高めることに
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も繋がったと認められる。また、最終的に標的を被害者に変更した時期は西大寺

事件の直近頃であるが、標的として狙った人物を確実に殺害するための計画や準

備は約１年半もの長期間にわたるもので、殺人行為を遂行するとの限度において、

その計画性は極めて高い。 

また、判示第１、第２、第３及び第６の各犯行は、それ自体をみても、危険性

が高いものである。すなわち、各手製銃については、後日実施された実験結果等

に照らせば、いずれも十分な殺傷能力を有するもので、各手製銃の製造や所持自

体がそれぞれ一定の危険性を有する行為と認められる。また、黒色火薬について

は、その所持量、被告人の生活状況や複数の場所で製造していたこと等に照らせ

ば、その製造や所持の過程において、何らかの原因でこれらに引火して爆発した

場合等に、これら現場周辺の住民等に被害が及んだ可能性は否定できない。 

（２）さらに、判示第４の各犯行についてみると、拳銃等発射の点は、深夜とはいえ、

付近に住宅等がある場所で、威力の大きい手製銃で弾丸数発が入った散弾１回を

発射したもので、その危険性が低いとはいえず、他者に人身被害が生じていた可

能性も完全には否定できない。実際に、周辺住民は、今まで聞いたことがない爆

発音により不安と恐怖を感じた旨供述しているほか、同ビルを損壊したことで、

ビル所有者には約９２万円の財産的損害も生じており、これらの事情も軽視はで

きない。 

３ 小括 

上記事情等に鑑みると、西大寺事件以外の各犯行は、それぞれ固有の危険性や悪

質性が認められるものであって、これらの事件が西大寺事件の危険性や悪質性を高

めたことなどに照らしても、量刑評価に当たり、それぞれ相応に考慮されるべきで

ある。 

第４ 本件各犯行に至った動機及び経緯について 

１ 被告人が本件各犯行に至った経緯等について、当公判廷において被告人及び関

係者らが供述する事実関係は、以下のとおりである（以下「父」「母」などの続

柄の記載は、いずれも被告人から見た関係性を示す。）。これらの事実関係は特

段争われておらず、他の証拠とも特に矛盾しないので、これらの事実関係を前提

に本件の量刑を検討することになる。 
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（１）被告人が幼少の頃、父が自殺し、母は身体に病気を抱えた兄にかかりきりであ

った。 

母は、平成３年（１９９１年）頃、Ｇに入信し、父の生命保険金を原資に、翌

年にかけて合計５０００万円の献金を行った。また、母は、Ｇに入信後、年に数

回、韓国に渡航するようになった。この頃、被告人は、母方祖父、母、兄及び妹

と共に生活していたところ、母のＧへの入信が家族に発覚して以降、Ｇを信仰す

る母と、それに反対する祖父との間で、たびたび諍いが生じていた。それでもさ

らに、母は、Ｇに対し、１０００万円の献金をした。 

祖父は、平成１０年（１９９８年）に病死した。母は、平成１１年（１９９９

年）頃、祖父の遺産であった不動産を売却するなどして、これを原資にＧに合計

４０００万円の献金を行った。ただし、被告人を含む子らには、上記売却が献金

のためとは知らされていなかった。 

（２）被告人は、平成１１年（１９９９年）に高校を卒業した。また、被告人は、大

学進学には至らず、就職することを決め、平成１４年（２００２年）頃には自衛

隊に入隊し、実家を出た。 

母は、この頃、借金の返済等に窮して、破産手続をするに至った。 

被告人は、平成１７年（２００５年）頃、自身が加入していた生命保険につき、

自殺の場合の免責期間等を確認した上で、自殺を図った。被告人は、一命を取り

とめたものの、自衛隊を辞め、実家に戻り、母らとの同居を再開した。 

被告人の自殺未遂を受けて、弁護士であった父方親族が母の献金問題の解決に

取り組むなどした結果、母は、平成１７年（２００５年）頃以降、Ｇから合計約

５０００万円の返金を分割で受けることとなり、その支払いは約１０年続いた。 

被告人は、実家に戻った後、複数の資格取得に取り組むなどしていた中で、母

から、祖父の遺産を献金のために売却したことを知らされた（被告人は、これを

聞き、これまで自分がふがいないと思っていたことの原因が母のうそにあったと

分かり、気が楽になった部分があったと述べている。）。 

その後、被告人は実家を出て、再度家族と別居し始めた。この頃から、Ｇから

の返金の一部が、被告人にも支払われるようになった。他方で、母と同居を続け

ていた兄は、Ｇを信仰する母に怒りを持ち、たびたび家庭内でトラブルを起こし
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ており、母に対して時に暴力を振るうこともあった。この頃、被告人は、母のＧ

に対する信仰等を巡って、母、兄及び妹とメールで連絡を取り合うなどしていた。 

   そのような中、兄は、平成２７年（２０１５年）に自殺した。被告人は、兄の

死に強い衝撃を受けた。また、被告人は、兄の葬儀の際、Ｇの関係者が来てＧ式

の儀式を行ったことに驚愕するなどした。 

被告人は、兄の自死に対し自身の責任を感じ、再び家族を受取人として自身に

生命保険をかけ、自殺することを考えた。また、被告人は、兄の死後から、母や

妹と疎遠になっていった。 

（３）Ｇは、同年、団体の名称を変更したが、被告人は、Ｇが違法行為をしていた過

去のものとは切り離され、今後は社会的に承認されていくのではないかと感じ、

受け入れがたい思いを抱いていた。 

そのような中、被告人は、自身が自殺した場合の生命保険の免責期間が経過す

る平成３０年（２０１８年）頃、母と話をする機会があった。被告人は、母が、

兄が生前に苦しんでいたのはＧからの返金を受けていたからであって、兄は母が

過去に献金をしていたおかげで、天国で幸せになっていると考えていることなど

を知った。そして、被告人は、そのように母が思っているのはＧの影響があるの

だと考え、Ｇに対する受け入れがたい気持ち、ひいては怒りの感情を抱くように

なった。さらに、被告人は、Ｇに対し、「いろいろ思い知らせてやろう」、「一

矢報いる」、「打撃を与えるのが自分の人生の意味だ」などとも考えるようにな

った。 

（４）被告人は、平成３０年（２０１８年）７月頃、Ｇの幹部を襲撃するために、ナ

イフと催涙スプレーを持ち岡山へ行ったが、実行することはできなかった。また、

被告人は、令和元年（２０１９年）１０月頃にも、Ｇの幹部を襲撃するために、

火炎瓶を持って名古屋に行ったが、実行することができなかった。 

（５）被告人は、周囲に被害を出さないようにしつつ、Ｇの幹部を確実に襲撃するた

めの手段が必要であるなどと考え、最終的に銃を用いることを考えた。そこで、

被告人は、令和２年（２０２０年）１０月頃、インターネット上において第三者

から銃の購入を試みたものの、これに失敗した。そこから、被告人は、手製銃や

黒色火薬の製造を開始した。そして、被告人は、第３で述べたとおり、原材料を
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自ら調達したり、試射を通じて手製銃の改良を重ねるなどし、約１年半にわたり、

複数の手製銃及び大量の黒色火薬を製造した。他方で、この間、感染症による社

会情勢等も影響し、被告人が標的の対象とするＧの幹部が、韓国から来日する機

会は訪れなかった。 

（６）被告人は、令和４年（２０２２年）６月頃、Ｇの幹部が来日していたことを事

後的に知った。また、被告人は、同年７月１０日にＧの幹部が来日することも知

ったが、それは自身の襲撃対象となる重要な幹部ではなかった。この時、被告人

は、同年６月上旬に仕事を辞め、手製銃等の製造費用による多額の借金を抱える

など、経済的にも追い詰められていた状況であった。 

被告人は、かなりの費用や時間をかけて手製銃の製造などを続けてきたのに、

経済的に行き詰った挙句、襲撃ができなくなることは避けたいと思っていた。そ

のような中、被告人は、同年７月初旬頃、被害者が参議院議員選挙の応援演説で

岡山に来ることを知った。被告人は、Ｇの幹部がいつ来日するかわからず、かつ、

自身の生活がひっ迫している状況の中で、被害者を襲撃することが可能であるこ

とを認識し、自身が希望するＧの幹部が来日することを待って何もできなくなる

よりは、今やる方がよいなどと考え、被害者の襲撃を決意した。 

なお、被告人は、被害者とＧとの関係について、以前から両者には関係があり、

被害者のことをＧに対する影響力がある人物であると考えていた。また、被告人

は、令和３年（２０２１年）頃、Ｇの関連団体が主催した行事に被害者がメッセ

ージを送った動画を見て、被害者の元首相との立場も考慮すると、Ｇが社会に問

題がない団体として認知されてしまうのではないか、それは「困る」という感情

を抱いた。被告人は、この動画の視聴以降、被害者は標的の一人とまではいかな

いものの、頭の片隅には常にある存在として認識していた。 

（７）被告人は、令和４年（２０２２年）７月７日未明、被害者の襲撃がＧに対する

怒りから生じた事件であることを示すために、Ｇの関係団体が入居するビルへ向

けて、手製４銃身パイプ銃を発射した（判示第４の犯行）。しかし、被告人は、

同日日中、岡山へ行ったものの、被害者を襲撃する機会を得ることはできなかっ

た。 

被告人は、岡山から自宅へ帰る途中、被害者が翌日（同月８日）、奈良に応援
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演説で来ることを知り、奈良での襲撃を決めた。 

そして、被告人は、同月８日、西大寺事件を実行した。 

２ 以上の事情等を踏まえて、検討する。 

（１）幼少期において、父が自死し、兄が重病を抱えるなどの不安定な家庭環境の中

で、Ｇに入信した母の各種言動や、これを原因とする家族間の激しい諍いなども

あって、被告人は、家庭内で安息の場所を得ることができなかったことがうかが

われる。進学校であった高校に進学しながら、当時の家庭の経済状況等も要因と

なって、大学進学に至らなかったことなども含めて、その生い立ち自体は不遇な

側面が大きいといえる。 

また、被告人が、成人や就職等を経て、一定の自立した生活を送ることができ

るようになってからも、家族思いの性格等も一因となり、母の信仰等を巡って諍

いを繰り返していた母や兄との間で、適度な距離感を構築・維持することが困難

であったとうかがわれる点についても、それ自体を責めることはできない。その

ような中、被告人が、兄の自死に大きな衝撃を受けたことや、その後に母から兄

の自死に対する捉え方を耳にした頃以降に、長年にわたってＧに対して抱いてい

た複雑な感情が激しい怒りに転じたことについても、上記のような被告人の立

場・生い立ちなどからすれば相応の理由があったことがうかがわれ、それ自体は

理解が不可能とはいえない。なお、被告人は、本件各犯行に至るまで、このよう

な激しい怒りを維持する一方、母や妹と疎遠になって社会的に孤独な状況にあり、

自身の感情や、その前提となった母のＧへの入信により家庭で生じた問題等につ

いて、関係機関に相談して支援を受けることなどをしていなかった。もっとも、

これらの時点では、Ｇに関連する問題に取り組んでいた弁護士等において、いわ

ゆる宗教二世に関する問題を取り上げるには至っておらず、関係省庁（厚生労働

省）からも、親の宗教信仰に関連した児童虐待が生じ得るとの認識は示されてい

なかった。 

さらに、被告人については、幼少期から、信仰に根差した母の各種言動や家族

間の諍いに触れる機会が多かったことや、自死を含めて身近な人間の死に複数回

触れたことなどが影響し、不幸な出来事等に対して自責の念を抱きやすい傾向や、

偶然に運命を見出す傾向等が形成され、また、自他を含めて「死」に対する抵抗
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感を一定程度低下させる一助となった可能性もうかがわれる。このように、被告

人の幼少期から青年期にかけての各種体験が、その後の人格形成や思考傾向等に

一定の影響を与え、これらが本件犯行の背景や遠因となったこと自体を否定する

ことはできない。 

（２）しかしながら、Ｇやその関係者に対し、激しい怒りの感情や思い知らせたいな

どとの感情を抱いたとしても、現実に殺人行為によって他者の生命を奪うことを

決意し、そのための道具である手製銃等の製造を計画して実行するという意思決

定に至ったことについては、以下のとおり、大きな飛躍があるといわざるを得ず、

被告人の生い立ちの影響を大きく認めることはできない。 

すなわち、まず、被告人は、判示第１の犯行に着手した令和２年１２月頃には

既に４０代を迎え、自立した生活を送っていた社会人であって、長年にわたる社

会生活の中で相応の規範意識を形成することができていたというべきである。と

りわけ、「人を殺してはならない」という社会規範は、被告人の不遇な生い立ち

などを踏まえても、社会の一員として当然かつ十分に身に着けることが可能なも

ので、被告人自身も、兄の死に直面し、その衝撃を大きく感じていたのであって、

自ら他人の生命を奪うことの反社会性を十分理解していたといえる。 

また、被告人が西大寺事件に至るまでには、Ｇの幹部を襲撃する機会を複数回

うかがうも実行に至らなかった、銃を第三者から入手することに失敗した、Ｇの

幹部の来日がいつになるかわからないと感じた、岡山での被害者の襲撃の機会を

得られなかったなどの、目的達成の障害となる複数の出来事があった。このよう

な出来事は、被告人に、「人を殺してはならない」などという社会規範を改めて

認識させ、殺人等の犯行を思いとどまらせるのに十分なものであったのにもかか

わらず、被告人は、その都度、殺人等の犯行を断念せず、自身の目的を達成する

ための新たな手段を自ら選択し、西大寺事件に至った。このことは、被告人が「人

を殺してはならない」という社会規範に立ち戻る機会を何度も与えられながら、

これらを無視してきたことを端的に示すもので、自身の犯罪行為を正当化し、他

者の生命を軽視する態度が顕著であると指摘せざるを得ず、各時点の被告人の判

断に、生い立ちの大きな影響があったと認めることはできない。 

さらに、西大寺事件で被害者を襲撃対象としたことについてみると、上記１（５）
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（６）のとおり、被告人は自身の「Ｇに一矢報いる」という目的のため、当初は

Ｇの幹部等の襲撃を計画していたが、令和４年７月初旬頃、被害者を襲撃するこ

とが「本筋ではない」と理解しつつも、被害者の生命を奪うことを決意したと認

められる。そして、その理由をみると、被告人の地元を被害者が訪れることに運

命的なものを感じたことなども遠因となっているとうかがわれるものの、最終的

には、被告人がその当時の自己の置かれた状況を踏まえ、とりわけ、Ｇの幹部を

襲撃することの見通しが立たない状態で、経済状況がひっ迫し、襲撃の実行をこ

れ以上待てないなどという、自身の都合を優先させて、被害者の襲撃を決意した

ものにほかならない。もとより、被害者には殺害を正当化できるような落ち度は

何ら見当たらない。このような被告人の短絡的で自己中心的な意思決定過程につ

いても、生い立ちの大きな影響は認められない。 

以上によれば、被告人は、家族を巡る激しい葛藤やＧに対する負の感情を長年

にわたって溜め込んできたところ、内心においてこれらを健全に解消し、あるい

は合法的な手段による解決を模索することなく、反社会性の大きい殺人等の手段

を選択して実行した。その実行は、被告人自身が決断した結果にほかならず、そ

の意思決定の過程に、生い立ちの不遇性が大きく影響したとみることはできない。 

３ 小括 

以上のとおり、被告人の生い立ちが被告人の人格形成や思考傾向等に一定の影

響を与え、これらが西大寺事件を含む本件各犯行の背景や遠因となったこと自体

は否定することはできない。 

しかしながら、これまでに検討したとおり、被告人が本件各犯行を決断したこ

とは、被告人自身の意思決定にほかならず、本件各犯行の意思決定過程には強い

非難が妥当し、この点に被告人の生い立ちが大きな影響を及ぼしたと認めること

もできない。 

弁護人の一切の主張内容や各証人の証言を含む関係証拠の内容等を踏まえて

も、本件各犯行の動機や経緯について、大きく酌むべき余地は見当たらないとい

うべきである。 

第５ その他の情状関係事実について 

 被告人は、当公判廷において、被害者遺族に対しては申し訳ない旨の言葉を述べて
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おり、また、本件各犯行に関する事実関係を認めた上で、本件各犯行当時の自身の言

動や認識等についても、率直な説明を行っていること自体はうかがわれる。もっとも、

本件各犯行の危険性や、被害者１名が死亡したという結果の重大性を十分に認識して

いる態度までは認められず、十分な反省に至っているとまでは認められない。 

 また、上記事情等に加えて、被告人の生い立ちや生活歴のほか、これまで前科がな

いことなども踏まえると、被告人の再犯可能性が大きいとは認められないものの、本

件各犯行の重大性等に照らせば、この点も量刑に大きな影響を与えるほどの事情とは

評価できない。 

第６ 結論 

本件では判示第５の１が最も重い罪（処断罪）となるので、本件で言い渡されるべ

き刑につき、同事件と類型が共通する他の事案の量刑分布の状況等を踏まえて検討す

る。これらの同類型の事案は、その数は多くないが、それらの量刑分布をみると、そ

もそも、銃器類が用いられたことが、量刑が重くなる方向の因子となっていると考え

られる。また、検察官が指摘するように、発射罪が起訴された事案では、相応に重い

量刑判断がなされていることから、銃器、とりわけ発射罪の対象となる銃器が公共の

静穏や安全にもたらす悪影響が重視されるべきことがうかがえる。そこで、本件量刑

判断の中心となる西大寺事件を検討すると、多数の聴衆及び関係者が周辺に存在する

本件犯行現場において、被害者に向けて、殺意をもって、２回にわたり、複数の金属

性弾丸を発射した行為態様の悪質性及び危険性の高さは、他の事件に比べても著しい

というべきである。したがって、西大寺事件だけでも、同類型の事案との比較におい

て最も重い部類に属する事案であるといえる。 

そして、その他の各犯行の危険性及び計画性の高さや、本件各犯行に至った被告人

の意思決定過程に強い非難が妥当すること、被告人の生い立ちは、本件各犯行に大き

く影響しておらず、酌むべき余地も大きくないことなどを踏まえると、その犯情面に

照らして無期懲役が相当な事案であると認められる。その他、証拠上現れた事情をみ

ても、当裁判所の上記量刑を大きく左右する事情は認められない。 

よって、以上の事情等を総合考慮の上、主文の量刑を決定した。 

（求刑：無期懲役及び主文掲記の各没収） 

   奈良地方裁判所刑事部 
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裁判長裁判官   田   中   伸   一 

 

 

 

裁判官   岡   田       卓 

 

 

 

裁判官   米   田   京   花 



（別表）

武器等製造法違

反（第１）

銃砲刀剣類所持等取

締法違反（第３の

２、第４、第５、第

６の１）

銃砲刀剣類所持等取締法違

反（第６の１）

該当性及び種類 該当性及び種類 日時
発射回数

（合計８回）
日時 発射回数 日時等

1 銃Ｇ
第１

第６の１

手製３銃身パイプ銃

（重量約１７３７．２グラム、

全長約３２．３センチメートル）

１丁 けん銃 拳銃

令和４年７月８日

（適合する金属性弾丸３発

及び火薬と共に保管）

2 銃Ａ

第１

第３の１及び２

第６の１

手製５銃身パイプ銃①

（口径約２１．３ないし２１．４ミリ

メートル）

１丁 小口径砲 砲

令和３年１２月１２日

午後２時２６分頃から

同日午後２時５４分頃

２回 令和４年７月８日

令和３年１２月２９日

午後２時２９分頃から

同日午後２時３０分頃

１回

令和４年１月３０日

午後２時３３分頃から

同日午後２時３７分頃

１回

令和４年６月１０日

午前８時２分頃から

同日午前８時５分頃

２回

令和４年６月１３日

午後２時４７分頃から

同日午後２時５０分頃

２回

5 銃Ｄ
第１

第６の１

手製５銃身パイプ銃②

（口径約２１．４ないし２１．８ミリ

メートル）

１丁 小口径砲 砲 令和４年７月８日

６の１ 銃Ｅ－１ 第４の１及び２

手製４銃身パイプ銃

（口径約２１．３ないし２１．５ミリ

メートル）

砲
（令和４年７月７日

午前３時５８分頃）
（１回）

６の２ 銃Ｅ－２
第１

第５の１及び２

手製２銃身パイプ銃

（口径約２１．３ないし２１．４ミリ

メートル）

小口径砲 砲

（令和４年７月８日

午前１１時３１分

頃）

（２回）

7 銃Ｃ 第６の１ 手製６銃身パイプ銃 １丁

金属性弾丸を発射す

る機能を有する装薬

銃砲

令和４年７月８日

（注）番号６の２は同６の１から銃身様のもの２本を取り外したもの。

火薬類取締法違反（第３の１）

銃砲刀剣類所持等取締法違反（第３の２）

銃砲刀剣類所持等取締法違反

（第４の１、第５の１）

3 銃Ｂ

第１

第３の１及び２

第６の１

手製パイプ銃

（口径約２１．３ミリメートル）
１丁 小口径砲 砲

番号 略称 関係事実 名称 数量

１丁

（注）

令和４年７月８日

4 銃Ｆ

第１

第３の１及び２

第６の１

手製９銃身パイプ銃

（口径約２２ないし２２．１ミリメート

ル）

１丁 小口径砲 砲 令和４年７月８日


